
 

 

 

いじめ  体罰  差別  暴力や暴行、虐待 

プライバシーの侵害  近隣間の騒音 

セクハラ  誹謗中傷  名誉毀損 など・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 

6 月 1 日（水） 

１１：００～１５：００ 

八重瀬町役場３F 
（会議室⑧） 

 

【人権擁護委員】とは？ 

 法務大臣から委託を受けた民間の人たちで、現在 

約 14,000名の人権擁護委員が全国の市町村に配置 

されています。 法務局と連携して、地域の皆さんから 

人権相談を受け、問題解決のお手伝いや、人権侵害の 

被害者を救済など、地域の皆さんに人権について関心 

を持ってもらえるよう啓発活動を行っています。 


